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指定通所介護事業者        様 

指定通所リハビリテーション事業者 様 

 

横須賀市民生局福祉こども部指導監査課長  

 

   通所系サービス事業所における事業所規模による区分の確認、変更について 

（事務連絡） 

 

 日頃より、本市福祉行政にご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、通所系サービス事業所における事業所規模による区分については、報酬告示、施

設基準の各規定及び留意事項通知に基づき、前年度の１月当たりの平均利用延人員数によ

り算定すべき通所介護費及び通所リハビリテーション費を区分しているところです。 

 通所介護事業所については、横須賀市ホームページに掲載している「通所介護事業所に

おける事業所規模点検書」により、令和８年度における貴事業所の事業所規模による区分

をご確認ください。 

 また、通所リハビリテーション事業所については、「通所リハビリテーション事業所に

おける事業所規模点検書」により事業所規模区分をご確認ください。その結果、事業所規

模区分が「大規模」になった場合は「大規模型事業所（特例）計算シート」を作成し、大

規模型区分の特例に該当するかを併せてご確認ください。 

 

 なお、事業所規模による区分に変更が生じる各事業者におかれましては、令和８年３月

13日（金）までに加算届等の提出を行ってください。 
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